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独立行政法人土木研究所がその事務及び事業に関し温室効果ガス

の排出の抑制等のため実行すべき措置について定める実施計画

平成２４年 ３月３０日

独立行政法人土木研究所

「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置に

ついて定める計画」（平成19年3月30日閣議決定）及び「政府がその事務及び事業に関し

温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画の実施要領」（平

成19年3月30日地球温暖化対策推進本部幹事会申合せ）（以下「政府実行計画」という。）

に基づき、独立行政法人土木研究所（以下「研究所」という。）における温室効果ガスの

排出抑制等のための実施計画を以下のとおり定める。

第一 対象となる事務及び事業

本計画の対象となる事務及び事業は、原則として、研究所が行う全ての事務及び事業と

する。

第二 実施計画の期間等

本計画は、平成２２年度から平成２４年度までの期間を対象とし、その実施の状況、技

術の進歩等を踏まえ、必要に応じ見直しを行うものとする。

第三 事務及び事業に伴い排出される温室効果ガスの排出実態

本計画の期間中、毎年度、事務及び事業に伴い排出される温室効果ガスの総排出量の推

計を行い、公表する。

第四 措置の内容、当該措置により達成すべき目標

１．財やサービスの購入・使用に当たっての配慮

財やサービスの購入に当たっては、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法

律（平成12年法律第100号）に基づく環境物品等の調達を適切に実施しつつ、また、そ

の使用に当たっても、温室効果ガスの排出の抑制等に配慮しつつ、以下の措置を進める。

（１）低公害車の導入

業務用自動車（実験車両等の特殊車両を除く。）については、買い換え及び新規購入

に当たっては、より温室効果ガスの排出の少ない低公害車の導入を図る。

また、使用実態を踏まえ、必要 小限度の大きさの車を選択する等、より温室効果ガ

スの排出の少ない車の導入を進める。

（２）自動車の効率的利用
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①不要なアイドリングの中止等の環境に配慮した運転を行う。

②有料道路を利用する業務用自動車について、全てにＥＴＣ車載器が設置されている

が、新規に有料道路を利用する業務用自動車を導入する場合は、ＥＴＣ車載器を設置

する。

③タイヤ空気圧調整等の定期的な点検・整備を行う。

（３）自転車の活用

構内の実験施設等への移動について、可能な範囲で、共用自転車を活用する。

（４）エネルギー消費効率の高い機器の導入

①パソコン、コピー機等のＯＡ機器、ルームエアコン等の家電製品及び蛍光灯等の照

明器具等の機器について、買い換え及び新規購入に当たっては、エネルギー消費のよ

り少ないものを選択する。

②水多消費型の機器の買い換えに当たっては、節水型等のものを選択する。また新規

購入の場合も同様とする。

（５）用紙類の使用量の削減

①会議用資料や事務手続の一層の簡素化を図る。

②特段の支障がない限り、両面印刷や両面コピーを利用する。

③使用済みコピー用紙の裏面利用を徹底する。

④使用済み封筒の再使用など、封筒使用の合理化を図る。

⑤文書の電子化、ペーパーレス化を図る。

（６）再生紙などの再生品や木材の活用

ア 再生紙の使用等

①購入し、使用するコピー用紙、トイレットペーパー等の用紙類については、再生紙

の使用を進める。

イ 木材、再生品等の活用

①購入し、使用する文具類、機器類、制服・作業服等の物品について、再生材料から

作られたものの使用を進める。

②間伐材等の木材を使用したものの購入に努める。

③初めて使用する原材料から作られた製品を使用する場合には、リサイクルのルート

が確立しているものを使用する。

（７）ＨＦＣの代替物質を使用した製品等の購入・使用の促進等

冷蔵庫、空調機器等の購入、交換に当たっては、代替物質を使用した製品や、ＨＦＣ

を使用している製品のうち地球温暖化への影響のより小さい機器の導入を図る。

（８）その他の物品の調達
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物品の調達に当たっては、温室効果ガスの排出の少ない製品、原材料等の使用が促進

されるよう、製品等の仕様等の事前の確認を行う。

２．建築物の建築、管理等に当たっての配慮

建築物の建築、管理等に当たっては、温室効果ガスの排出等に配慮しつつ、以下の措

置を進める。

（１）建築物の建築における省エネルギー対策の徹底

建築物を建築する際には、省エネルギー対策を徹底し、温室効果ガスの排出の抑制に

配慮したものとして整備する。

（２）既存の建築物における省エネルギー対策の徹底

空調設備、照明設備、廃棄設備などの運用見直しを行い、効率的な運用管理の徹底に

努める。

また、既存の建築物を改修する際は、温室効果ガスの排出の抑制に配慮した設備の導

入を図る。

（３）温室効果ガスの排出の抑制等に資する建設資材等の選択

断熱性能向上のため、屋根、外壁等への断熱材の使用や、断熱サッシ・ドア等の断熱

性の高い建具の使用を図る。特に、建築物の断熱性能に大きな影響を及ぼす窓について

は、複層ガラスや二重窓、遮光フィルム、窓の外部のひさしやブラインドシャッターの

導入など、断熱性能の向上に努める。

（４）温室効果ガスの排出の少ない空調設備の導入

空調設備について、温室効果ガスの排出の少ない機器の導入を図る。また、既存の空

調設備についても、その更新時に温室効果ガスの排出の少ない機器の導入を図る。

（５）冷暖房の適正な温度管理

所内における冷暖房温度の適正管理（冷房の場合は２８度程度、暖房の場合は１９度

程度）を一層徹底するよう空調設備の適正運転を図る。

（６）新エネルギーの有効利用

庁舎で利用する給水設備に太陽熱を利用した温水器を導入し、温室効果ガスの排出抑

制に努める。

（７）水の有効利用

給水装置等の末端に、必要に応じて、感知式の洗浄弁・自動水栓等節水に有効な器具

を設置する。

３．その他の事務・事業に当たっての温室効果ガスの排出の抑制等への配慮
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（１）エネルギー使用量の抑制

①昼休みは、業務上特に照明が必要な箇所を除き消灯を図る。

②執務に影響のない範囲で廊下等の照明をセンサー式にすることを推進する。

③執務に影響のない範囲で廊下等の照明の間引きを行う。

④夏季（6月1日から9月30日まで）における執務室での服装について、暑さをしのぎ

やすい軽装、いわゆる「クールビズ」の励行を引き続き行う。

⑤冷暖房中の窓、出入口の開放禁止を徹底する。

⑥会議室等における不使用時の消灯を徹底する。

⑦帰宅時にはパソコンやコピー機等の電源を切ることを徹底する。

⑧トイレ洗浄用水の節水を進める。

⑨必要に応じ、トイレに流水音発生器を設置する。

⑩夜間の照明点灯縮減及び職員の福利厚生の向上への対応ともあいまって、有給休暇

の計画的取得の一層の徹底、水曜日等の定時退所の徹底を図る。

（２）ごみの分別

①分別回収ボックスを十分な数で所内に適切に配置する。

②不要になった用紙は、クリップ、バインダー等の器具を外して分別回収するよう努

める。

（３）廃棄物の減量

①使い捨て製品の使用や購入の抑制を図る。

②コピー機、プリンターなどのトナーカートリッジの回収と再使用を引き続き進める。

４．職員に対する研修等

地球温暖化対策に関するシンポジウム、研修会への職員の積極的な参加が図られるよ

う便宜を図る。

５．実施計画の推進体制の整備と実施状況の点検

①本計画の推進・点検は、幹部会で実施するものとする。

②本計画の実施状況については、毎年度、自主的に点検を行い、必要に応じ、本計画

の見直しを行う。

６．温室効果ガスの総排出量に関する数量的な目標

平成１３年度を基準として、平成２２年度から平成２４年度までの期間は平均８％削

減することを目標とする。

７．独立行政法人土木研究所の削減計画

別紙のとおり



(別紙１）

平成１３年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２～２４年度目標

(単位） (１３年度比）

公用車燃料 t-CO2 148 141 149 137 -7.4%

（つくば） 88 99 100 88 0.0%

（寒地） 60 42 49 49 -18.3%

施設のエネルギー使用 t-CO2 5,793 6,092 6,003 5,280 -8.9%

電気 t-CO2 3,925 4,372 4,216 3,493 -11.0%

（つくば） 2,261 2,513 2,807 2,347 3.8%

（寒地） 1,664 1,859 1,409 1,146 -31.1%

（電気使用量） MWh 9,447 9,607 9,680 8,939 -5.4%

（つくば） 5,981 6,445 6,350 5,609 -6.2%

（寒地） 3,466 3,162 3,330 3,330 -3.9%

（電気の排出係数） （つくば）kg-CO2/kWh 0.378 0.332, 0.353 0.324, 0.468 0.418

（寒地）kg-CO2/kWh 0.480 0.588 0.423 0.344

電気以外 t-CO2 1,868 1,720 1,787 1,787 -4.3%

（つくば） 1,162 1,052 1,091 1,091 -6.1%

（寒地） 706 668 696 696 -1.4%

その他 t-CO2 0 0 0 0 0.0%

（つくば） 0 0 0 0 0.0%

（寒地） 0 0 0 0 0.0%

合計 t-CO2 5,941 6,233 6,152 5,417 -8.8%

○主な削減対策と削減量

・受変電設備改修時に変圧器をトップランナーに変更 11.2 t-CO2

・太陽熱温水器の導入 0.4 t-CO2

・水銀灯からメタルハライドランプに交換 4.7 t-CO2

・執務室の照明を蛍光灯からＬＥＤランプに交換 21.3 t-CO2

独立行政法人土木研究所温室効果ガス削減計画（つくば＋札幌）


